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徳
島
県
告
示
第
二
百
十
五
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
し
た
の
で

、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

氏

名

又

は

名

称

住

所

又

は

所

在

地

認

定

年

月

日

Ｊ
Ａ
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
く
し
ま

板
野
郡
板
野
町
吹
田
字
池
の
奥
二
九
番
地

令
和
六
年
四
月
十
七
日

株
式
会
社

二



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

多
家
良
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

三

澤

和

夫

徳
島
市
多
家
良
町
下
開
五
九

同

岸

本

昇

岸

本

昇

同

丈
六
町
丈
領
一
五

同

竹

内

英

史

竹

内

英

史

同

多
家
良
町
池
谷
一
九
一
―
一

同

井

内

宏

重

井

内

宏

重

同

宮
ノ
下
五
○

同

岩

金

弘

岩

金

弘

同

金
谷
一
三
四

同

分

木

立

生

同

八
三

同

天

岡

明

天

岡

明

同

小
路
地
一
八

同

土

取

ヨ
シ
子

土

取

ヨ
シ
子

同

一
二
三

同

出

口

勝

広

出

口

勝

広

同

池
谷
一
二
七
―
一

同

生

寳

敏

秀

生

寳

敏

秀

同

野
上
一
七
―
一

同

近

藤

雅

彦

同

四
一

同



沢

輝

雄



沢

輝

雄

同

六
七
―
一

同

住

田

邦

一

住

田

邦

一

同

北
地
二
六

同

宮

田

俊

治

同

中
筋
一
二
七
―
二

同

池

本

宣

雄

池

本

宣

雄

同

九
○

同

中

川

幸

夫

中

川

幸

夫

同

宮
ノ
下
一
三
四

同

岸

本

昌

幸

岸

本

昌

幸

同

五
三
―
一

同

末

廣

詳

之

同

金
谷
二
四
―
三

同

池

本

晴

彦

同

池
谷
九
七

同

好

田

建

治

同

野
上
九
七
―
一

同

浦

川

伸

幸

同

中
筋
一
五
三

同

新
居
延

智
香
子

同

臼
谷
一
七
―
四

監

事

好

田

建

治

同

野
上
九
七
―
一

同

森

三

郎

森

三

郎

同

北
内
一
○
九
―
三

同

佃

善

博

同

池
谷
一
九
○

同

近

藤

雅

彦

同

野
上
四
一

同

石

田

哲

治

同

金
谷
九
○



徳
島
県
告
示
第
二
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

桑
野
西
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

森

計

義

阿
南
市
桑
野
町
岡
ノ
鼻
四

同

内

山

昌

則

同

山
口
町
元
長
一
三
三
―
一

同

山

北

信

雄

同

北
山
一
一
○
―
一

同

森

本

茂

宏

同

大
久
保
九
○
―
一

同

松

田

良

広

同

八
九

同

岡

典

男

同

元
長
一
五
六
―
二

同

鎌

田

直

弥

同

北
山
五
七
―
一

同

杉

原

義

久

同

羽
ノ
浦
町
中
庄
川
原
畑
一
四
―
五

同

仁

木

照

夫

同

山
口
町
内
田
一
八
○

同

岡

花

喜
久
雄

同

桑
野
町
大
谷
六
六

同

垣

内

正

一

同

山
口
町
元
長
九
六
―
一

同

德

田

忠

男

同

北
山
一
○
八

同

杉

本

良

幸

同

杉
谷
一
一
四

同

吉

田

公

勇

同

北
山
七
四

同

大

野

康

則

同

蓮
花
寺
六
六

同

此

森

仁

志

同

桑
野
町
岡
ノ
鼻
七

同

陶

久

昌

邦

同

山
口
町
内
田
一
七
四

同

仁

木

宏

明

同

元
長
一
三
八

監

事

霜

田

隆

同

大
久
保
八
六

同

向

居

哲

二

同

内
田
五
六
―
二

同

芦

谷

チ
ズ
子

同

元
長
一
二
二
―
二

同

吉

田

輝

一

同

北
山
八
三

同

大

野

菊

美

同

桑
野
町
蓮
花
寺
谷
五
―
二



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

小
松
島
市
和
田
島
町
字
浜
塚
五
五－

令

和

六

年

鳴

滝

の

ぶ

ゆ

き

後

援

会

鳴

滝

貴

美

子

鳴

滝

貴

美

子

一

三

月

二

十

五

日

小
松
島
市
中
田
町
字
千
代
ヶ
原
三
○

令

和

六

年

小
松
島
み
ら
い
フ
ォ
ー
ラ
ム

渡

辺

芳

彦

相

川

敏

朗

－

二

三

月

二

十

五

日

小
松
島
市
和
田
島
町
字
浜
塚
五
五－

令

和

六

年

小
松
島
を
元
気
に
す
る
会

今

治

清

孝

今

治

清

孝

一

四

月

八

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

日

本

維

新

の

会

衆

議

院

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

吉

田

知

代

吉

田

知

代

六

川

鉄

平

徳
島
県
第
１
選
挙
区
支
部

氏
名

四

月

一

日

自

由

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

坂

千

代

克

彦

原

裕

二

酒

巻

英

紀

徳

島

県

遺

族

会

支

部

氏
名

四

月

一

日

日

本

維

新
の

会

衆

議

院

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

祝

聡

祝

聡

祝

章

子

徳
島
県
第
２
選
挙
区
支
部

氏
名

四

月

一

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

と

く

し

ま

分

権

自

治

令

和

六

年

藤

岡

一

雄

代
表
者
の
氏
名

藤

岡

一

雄

中

野

輝

行

フ

ォ

ー

ラ

ム

三

月

十

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

金

森

え

み

こ

後

援

会

田

中

康

史

郎

青

木

圭

子

島

津

公

徳

氏
名

三

月

十

九

日

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年



徳

島

県

民

社

協

会

武

知

浩

之

笠

井

一

輝

鴻

池

達

也

氏
名

六

月

二

十

四

日

主
た
る
事
務
所
の

板
野
郡
板
野
町
矢
武
字
鏡
松
六

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
岡
ノ
前

令

和

六

年

藤

田

ち

ほ

後

援

会

藤

田

千

穂

七
三－

三
ホ
ウ
セ
ン
ビ
ル
一－

所
在
地

九

五

三

月

二

十

七

日

藤

本

忠

後

援

会

藤

本

忠

後

援

会

令

和

六

年

市

原

直

哉

政
治
団
体
の
名
称

藤

本

忠

後

援

会

（

志

忠

会

）

（

志

忠

会

）

三

月

二

十

七

日

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

徳
島
県
水
落
敏
栄
後
援
会

坂

千

代

克

彦

原

裕

二

酒

巻

英

紀

氏
名

四

月

一

日

日

本

遺

族

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

令

和

六

年

坂

千

代

克

彦

原

裕

二

酒

巻

英

紀

徳

島

県

本

部

氏
名

四

月

一

日

日

本

精

神

科

病

院

令

和

六

年

櫻

木

章

司

代
表
者
の
氏
名

櫻

木

章

司

鈴

木

和

人

徳

島

県

政

治

連

盟

四

月

一

日

令

和

六

年

山

西

く

に

お

後

援

会

須

見

昌

輝

代
表
者
の
氏
名

須

見

昌

輝

武

市

謙

一

四

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

井

上

ひ

ろ

ひ

さ

後

援

会

井

上

裕

久

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

ご

と

う

正

和

後

援

会

後

藤

正

和

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

み

ん

な

で

い

っ

し

ょ

に

前

へ

！

実

行

委

員

会

新

居

忠

芳

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

宮

田

一

後

援

会

尾

形

洋

一

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

子

育

て

・

教

育

・

ま

ち

づ

く

り

の

会

木

原

資

裕

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

明

る

い

徳

島

市

を

つ

く

る

市

民

連

絡

会

久

次

米

尚

武

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
二
日
以
後
、
政
治
活

動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の

氏

名

明

る

い

豊

か

な

的

崎

衛

岸

上

孔

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
四
八
七
番
地

吉

野
川

市
を

つ

く

る

会

伊

丹

征

治

後

援

会

茶

園

文

夫

伊

丹

秀

雄

三
好
市
池
田
町
州
津
藤
ノ
井
五
○
六
番
地
一

武

沢

つ

よ

し

後

援

会

武

澤

豪

武

澤

義

文

阿
波
市
阿
波
町
梅
ノ
木
原
八
九
番
地
一

中

西

あ

つ

し

後

援

会

中

西

淳

中

西

淳

阿
南
市
橘
町
幸
野
三
一－

七



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者

資

金

管

理

団

体

（
代
表
者
）
の
氏
名

指
定
年
月
日

氏

名

公
職
の
種
類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

徳

島

県

令

和

六

年

平

山

尚

道

平

山

尚

道

後

援

会

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
灘
字
大
牟
岐
田
五
一－

七

平

山

尚

道

議

会

議

員

四

月

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

資
金
管
理
団
体
の

資

金

管

理

団

体

の

名

称

取
消
年
月
日

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

令

和

六

年

小

出

里

美

小

出

さ

と

み

後

援

会

三

月

二

十

七

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

資
金
管
理
団
体
の

資

金

管

理

団

体

の

名

称

届
出
年
月
日

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

令

和

六

年

後

藤

正

和

ご

と

う

正

和

後

援

会

三

月

二

十

八

日
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